
  

国立研究開発法人科学技術振興機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

監事

監事（非常勤）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  平成30年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成30年度における改定内容

当機構は、科学技術基本計画の中核的実施機関として、科学技術イノベーションの創出に向け、機
構内外の資源を最大限活用するネットワーク型研究所としての特長を生かし、「未来を共創する研究
開発戦略の立案・提言」、「知の創造と経済・社会的価値への転換」、「未来共創の推進と未来を創る
人材育成」に係る様々な事業の推進を通じ、我が国全体の研究開発成果の最大化を目指している。
このように幅広い業務を総合的に推進し、同様の業務を網羅した他の独立行政法人や民間企業等は
ないと考えられ、役員には、当機構の業務を最適に運営するための組織運営に関する高度な知識と
経験（高いマネジメント能力及びリーダーシップ等）を有するとともに、我が国や世界の科学技術の動
向を理解し我が国の科学技術振興の実施にあたることができる極めて高度な専門能力が求められる。
役員の報酬等の支給基準については、独立行政法人通則法において国家公務員の給与、民間企業
の役員の報酬等、当該独立行政法人の業務の実績等を考慮して定めることとされているため、国家公
務員指定職俸給表相当とし、国家公務員の給与改定が行われた際には同様の改定を行っている。

役員報酬規程において業績を反映させる旨を規定しており、6月期及び12月期の期末特別手当に
おいて、支給割合全体に対して、文部科学大臣が行う業績評価の結果を勘案し、各役員の職務実績
に応じて、理事長が定める割合を乗じることとしている。

役員報酬基準は、月額及び期末手当から構成されている。月額については、役員
報酬規程により、本俸に特別調整手当（本俸に支給割合を乗じた額）が加算される。
期末特別手当についても役員報酬規程により、基準額［（本俸＋特別調整手当＋
本俸×100分の25）＋（本俸＋特別調整手当）×100分の20］に支給割合（6月期
1.575月、12月期1.775月）及び業績評価及び職務実績に応じた理事長の定める割
合を乗じ、さらに、基準日前６ヶ月以内の在職期間に応じた割合を乗じて得た額とし
ている。
なお、平成30年度は、国家公務員指定職の改定に準拠した期末特別手当支給割
合の引上げ（年間0.05ヶ月分）を実施した。

同上

同上

役員報酬規程により、月額として非常勤役員手当のみとなっている。なお、常勤監
事の本俸額を踏まえた金額となっている。

1



２　役員の報酬等の支給状況
平成30年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,593 11,832 5,170 592 （特別調整手当） ※

千円 千円 千円 千円

15,718 9,648 4,427
1,350

293
（特別調整手当）

（通勤手当） ◇

千円 千円 千円 千円

14,304 9,648 4,110
482
64

（特別調整手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,379 9,648 4,129
482
119

（特別調整手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

14,303 9,648 4,110
482
62

（特別調整手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

12,213 8,268 3,485
413
47

（特別調整手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

1,254 1,236 0 18 （通勤手当）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注３：「特別調整手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。
注４：年間報酬等の総額は、端数処理の関係により内訳の合計と一致しない場合がある。

法人の長

A理事

B理事

D理事

前職

C理事

就任・退任の状況
役名

A監事

B監事
（非常勤）

その他（内容）
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　監事

当機構は、科学技術基本計画の中核的実施機関として科学技術イノベーションの
創出に向け、機構内外の資源を最大限活用するネットワーク型研究所としての特長
を生かし、「未来を共創する研究開発戦略の立案・提言」、「知の創造と 経済・社会
的価値への転換」、「未来共創の推進と未来を創る人材育成」に係る様々な事業を
実施している。

こうした組織の中で、理事長には、当機構の業務を最適に運営するための組織運
営に関する高度な知識と経験（強力なリーダーシップ及びマネージメント能力等）を
有するとともに、我が国や世界の科学技術の動向を理解し我が国の科学技術振興
の実施にあたることができる極めて高度な専門能力が求められる。文部科学省によ
る平成29年度に係る業務実績に関する評価では、中長期目標等に照らし、顕著な
成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められるとして、総合評定でＡとさ
れている。

当機構では、理事長の年間報酬について、国家公務員指定職や民間企業役員
の報酬との比較等を踏まえて決定することとしているが、人数規模が同規模である
民間企業の役員報酬額3,193万円、および、事務次官の年間給与額 2,327万円より
低い額となっており、妥当な水準であると考えられる。なお、当機構は、上記の通り、
幅広い業務を総合的に推進しており、同様の業務を網羅した他の独立行政法人や
民間企業等はないと考えている。

当機構は、科学技術基本計画の中核的実施機関として科学技術イノベーションの
創出に向け、機構内外の資源を最大限活用するネットワーク型研究所としての特長
を生かし、「未来を共創する研究開発戦略の立案・提言」、「知の創造と 経済・社会
的価値への転換」、「未来共創の推進と未来を創る人材育成」に係る様々な事業を
実施している。

こうした組織の中で、理事には、担当する業務に関して、我が国や世界の科学技
術の動向を理解し我が国の科学技術振興を推進する極めて高度な専門能力と担
当組織を最適に運営するための組織運営の高度な知識と経験（高いマネジメント能
力及びリーダーシップ等）が求められる。文部科学省による平成29年度に係る業務
実績に関する評価では、中長期目標等に照らし、顕著な成果の創出や将来的な成
果の創出の期待等が認められるとして、総合評定でＡとされている。

当機構では、理事の年間報酬について、国家公務員指定職や民間企業役員の
報酬との比較等を踏まえて決定することとしているが、人数規模が同規模である民
間企業の役員報酬額3,193万円、および、事務次官の年間給与額 2,327万円より低
い額となっており、妥当な水準であると考えられる。なお、当機構は、上記の通り、幅
広い業務を総合的に推進しており、同様の業務を網羅した他の独立行政法人や民
間企業等はないと考えている。

当機構は、科学技術基本計画の中核的実施機関として科学技術イノベーションの
創出に向け、機構内外の資源を最大限活用するネットワーク型研究所としての特長
を生かし、「未来を共創する研究開発戦略の立案・提言」、「知の創造と 経済・社会
的価値への転換」、「未来共創の推進と未来を創る人材育成」に係る様々な事業を
実施している。

こうした組織の中で、監事には、内部統制の観点からその権限が強化され、業務
監査にかかる高度な知識と経験が求められるとともに、我が国や世界の科学技術の
動向や我が国の科学技術振興の推進について理解し、適切な監査を行うことにより、
組織を最適に運営する能力が求められる。文部科学省による平成29年度に係る業
務実績に関する評価では、中長期目標等に照らし、顕著な成果の創出や将来的な
成果の創出の期待等が認められるとして、総合評定でＡとされている。

当機構では、監事の年間報酬について、国家公務員指定職や民間企業役員の
報酬との比較等を踏まえて決定することとしているが、人数規模が同規模である民
間企業の役員報酬額3,193万円、および、事務次官の年間給与額 2,327万円より低
い額となっており、妥当な水準であると考えられる。なお、当機構は、上記の通り、幅
広い業務を総合的に推進しており、同様の業務を網羅した他の独立行政法人や民
間企業等はないと考えている。
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　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

４　役員の退職手当の支給状況（平成30年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当なし

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

該当なし

法人での在職期間

判断理由

職務内容の特性や参考となる民間企業役員の年間報酬との比較などを考慮する
と法人の報酬水準は妥当であると考える。

非常勤監事の報酬について、監事と同等の能力及び知識・経験等が求められるこ
とを踏まえ、監事の本俸額を元に決定することとしており、妥当な水準であると考え
られる。

役員報酬規程において業績を反映させる旨を規定しており、6月期及び12月期の期末特別手当に
おいて、支給割合全体に対して、文部科学大臣が行う業績評価の結果を勘案し、各役員の職務実績
に応じて、理事長が定める割合を乗じることとしている。
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び平成30年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

397 44.7 8,403 6,068 156 2,335
人 歳 千円 千円 千円 千円

397 44.7 8,403 6,068 156 2,335
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 49.9 15,466 13,423 0 2,043

人 歳 千円 千円 千円 千円

126 52.8 6,128 5,672 199 456
人 歳 千円 千円 千円 千円

40 49.6 5,312 3,877 158 1,435
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

86 54.3 6,508 6,508 218 0

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

区分 人員 平均年齢
平成30年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

常勤職員

事務・技術

研究職種

在外職員

任期付職員

事務・技術

研究職種

民間企業出向者

社会一般の情勢に鑑み、人事院勧告等を考慮しつつ、中長期計画の人件費の総額の範囲内で、
機構の事業実績に関する評価結果を反映するとともに、優秀な人材確保の観点も踏まえ、かつ労使
間の協議を経て互いの信頼関係を損なわない給与水準の決定を行っている。

当機構は幅広い業務を総合的に推進しており、同様の業務を網羅した他の独立行政法人や民間
企業等はないと考えられ、学術・研究開発機関職員の給与や国家公務員研究職の給与を参考にし
ている。

職員給与規程により、本給及び諸手当（超過勤務手当、役職手当、地域調整手当、広域異動手当、
扶養手当、通勤手当、住居手当、寒冷地手当、単身赴任手当及び期末手当）としている。
期末手当については、①期末手当基準額［（本給＋役職手当＋扶養手当）×（１＋地域調整手当及
び広域異動手当支給割合）］に支給割合（6月に支給する場合においては2.125月、12月に支給する
場合においては2.325月）を乗じ、さらに、基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間
に応じた割合、及び評価率を乗じて得た額、②本給×（１＋地域調整手当及び広域異動手当支給割
合）に、職務段階に応じた割合及び①の支給割合を乗じ、さらに、基準日以前６ヶ月以内の期間にお
けるその者の在職期間に応じた割合、及び評価率を乗じて得た額の合計額としている。

なお、平成30年度は、国家公務員の給与改定を踏まえ、①本給表の引上げ（＋0.2％）、②期末手
当の支給割合の引上げ（＋0.05月）を実施した。

平成18年度より新たな人事評価制度を導入し、職員の勤務成績及び能力評価を実施して昇給及
び期末手当(6月期及び12月期)への反映を行っている。また、これらの評価結果を各役職への昇任
に反映させている。なお、本給の昇給幅は、1号給から6号給の範囲としており、期末手当は、支給割
合の100分の30に評価率を乗じている。
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人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

（年俸制適用者）

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

52 44.1 6,807 6,807 247 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

251 55.2 6,679 6,679 203 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

216 57.8 6,558 6,558 212 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

35 39.8 7,424 7,424 145 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注2：医療職種(病院医師・病院看護師)、教育職種(高等専門学校教員)については該当者がいないため、省略している。

再任用職員

非常勤職員

区分 人員 平均年齢
平成30年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

常勤職員

非常勤職員

在外職員
（任期付職員）

任期付職員

事務・技術

研究職種

民間企業出向者

再任用職員
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② 年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

③ 職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）
（事務・技術職員）

平均

代表的職位
人 歳 千円 千円

・本部部次長 28 53.8 11,631 12,628 ～ 10,739

・本部課長 86 50.5 10,395 11,487 ～ 8,878

・本部専門役 8 57.4 8,993 9,463 ～ 8,544

・本部課長代理 120 47.6 8,231 9,835 ～ 4,635

・本部係長 188 39.7 6,215 9,011 ～ 3,673

・本部係員 7 33.9 4,609 8,877 ～ 3,157

④ 賞与（平成30年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

69.8 69.8 69.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 30.2 30.2 30.2

％ ％ ％

         最高～最低 31.0～30.0 31.0～30.0 31.0～30.0

％ ％ ％

69.8 69.8 69.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 30.2 30.2 30.2

％ ％ ％

         最高～最低 32.5～28.9 32.5～28.9 32.5～28.9

分布状況を示すグループ 人員

一般
職員

一律支給分（期末相当）

年間給与額

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

最高　～　最低
平均年齢

注:常勤職員の他、任期付事務・技術職員40人を含む。
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３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

・年齢・地域勘案　　　　　　 　101.4

項目

　当機構は、より実態を反映した対国家公務員指数（年齢・地域・学歴勘案）
で98.1であり、国家公務員よりも低い給与水準となっている。なお、対国家公
務員指数（年齢勘案）において、当機構の給与水準が国家公務員より高く
なっている理由は以下の通りである。
①地域手当の高い地域（１級地）に勤務する比率が高いこと（機構：84.7％、
国：31.2％）[※国は国家公務員（行一）を指す。以下、同じ。]
　当機構は、イノベーション創出に向けて一貫した研究開発マネージメントを
担っており、有識者、研究者、企業など様々な制度利用者及び専門家と密
接に協議・連携して業務を行っている。そのため、それらの利便性から必然
的に業務活動が東京中心となっている。
②最先端の研究開発動向に通じた専門能力の高い高学歴な職員の比率が
高いこと
　最先端の研究開発の支援、マネージメントなどを行う当機構の業務を円滑
に遂行するためには、広範な分野にわたる最先端の研究開発動向の把握
能力や研究者・研究開発企業間のコーディネート能力など幅広い知識・能
力を有する専門能力の高い人材が必要であり、大学卒以上（機構：94.7％、
国：57.4％、うち修士卒・博士卒（機構：53.5％、国：7.1％））の人材を積極的
に採用している。
　また、企業や研究機関での研究開発経験を持つ中途採用人材を年齢に
かかわらず、即戦力として積極的に採用している。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　　113.3

・年齢・学歴勘案　　　　　　　 109.3

２．累積欠損額について
　当機構の業務の一部である科学技術情報の流通促進を図る「文献情報提
供事業」については、会計を他の事業を区別し、「文献情報提供勘定」によ
り実施しており、政府出資金を原資として文献情報データベースを作成し研
究者や企業の研究開発者などに提供することで、収入をあげている。
　このデータベースのコンテンツ（情報資産）は、研究開発のライフラインの
役割を果たしているが、道路や橋梁等のインフラ資産に比して、極めて短い
償却期間に応じて財務会計上費用化され、償却期間経過後の財務会計上
の資産価値 は「０」となる。したがって、収支予算上は、出資金を含めた上で
収支均衡とする予算構造の一方で、財務決算上では、収益とならない財源
（出資金）による支出及び当該支出に係る取得資産の減価償却費により毎
年度損失が発生し、これが財務決算上で繰越欠損金として整理され、累積
してきたものとなっている。
　なお、この繰越欠損金はいわゆる負債（借金）ではなく、財務諸表上勘案さ
れない財産であり、この財産をもとに収入をあげてきた。　閣議決定「独立行
政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月）において、文献
情報提供事業については民間事業者によりサービスを実施することとされ、
平成24年度より民間事業者によるサービスを実施している。

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　151.3％】
　国からの財政支出額　193,112百万円、支出予算の総額　127,643百万円
（平成30年度予算）[※国からの財政支出の割合が100％を超えている理由
は、複数年度予算（基金）が平成30年度に一括措置されたため]
【累積欠損額　73,602百万円（平成29年度決算）】
【管理職の割合　26.1％（常勤職員数　437名中114名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　94.7％（常勤職員数437名中414名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　6.4％】
（支出総額　137,685百万円、給与・報酬等支給総額　8,859百万円：平成29
年度決算）
（法人の検証結果）
１．支出予算総額に占める国からの財政支出の割合について
　当機構は、国からの財政支出及び自己収入をもとに、国の定めた科学技
術基本計画の実施において中核的な役割を担う機関として、科学技術イノ
ベーションの創出に向け、研究開発・研究基盤整備に関する各種事業を実
施するとともに、国等からの事業も幅広く受託し、国全体の科学技術基盤整
備の強化に寄与している。
　国内外で高い評価を得ている成果が多数創出されるなど、社会的インパク
トを有する多くの顕著な実績があり、文部科学省による平成29年度に係る業
務実績に関する評価では、中長期目標等に照らし、顕著な成果の創出や将
来的な成果の創出の期待等が認められるとして、総合評定でＡとされてい
る。また、文献情報提供収入や研究成果の企業化に伴う開発費回収金など
国庫支出以外の自己収入は約27億円（平成30年度予算）となっている。

内容

・年齢・地域・学歴勘案　　　 　98.1
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４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　給与水準の妥当性の
　検証

講ずる措置
今後も引き続き適正な給与水準の維持に努める。

（主務大臣の検証結果）
　地域・学歴差を是正した給与水準の比較指標では国家公務員の水準未
満となっていること等から給与水準は適正であると考える。引き続き適正な
給与水準の維持に努めていただきたい。

３.民間事業等との給与水準について
　当機構は、科学技術基本計画の中核的実施機関として科学技術イノベー
ションの創出に向け、機構内外の資源を最大限活用するネットワーク型研究
所としての特長を生かし、「未来を共創する研究開発戦略の立案・提言」、
「知の創造と経済・社会的価値への転換」、「未来共創の推進と未来を創る
人材育成」に係る様々な事業の推進を行っており、当機構と同様の業務を
全て網羅した民間企業等はないと考えられる。
　なお、当機構の業務を適切に実施するためには、広範な科学技術分野に
わたる最先端の研究開発動向の把握能力や研究者・研究開発企業間の
コーディネート能力など幅広い知識・能力を有する専門能力の高い人材が
必要であり、そのため、修士卒、博士卒の人材のみならず、民間事業での研
究開発経験等を持つ中途採用者を積極的に採用しているところであるが、こ
のような優秀な人材を確保するためには、ある程度、研究職に比肩しうる待
遇とすることが重要であると考えている。

＜研究に関連する職種との比較＞
○民間事業との比較
　学術・研究開発機関※　8,432千円（平均年齢　43.6歳）
　※25～59歳／男性／大学・大学院卒／従業員1000人以上
○国家公務員との比較
　国家公務員研究職　9,096千円（平均年齢　45.7歳）
　注：学術・研究開発機関については、「平成30年度賃金構造基本統計調
査」の結果を用いて算出、また、国家公務員研究職については、「平成30年
度国家公務員給与等実態調査」の結果を用いて推計した。
○当機構の比較対象職員の状況
　常勤職員欄の事務・技術　397人及び任期付職員欄の事務・技術（年俸制
適用者を除く）　40人　計437人
　437人の平均年齢　45.1歳、平均年間給与額　8,120千円

　当機構では、平成16年度より経営改善計画を策定のうえ、事業の合理化、
経費の徹底的な削減等の努力により、平成21年度より9年連続での単年度
黒字を達成し、繰越欠損金の縮減を達成した。平成29年度には、オープン
サイエンス、オープンイノベーションの潮流等、事業環境の変化を踏まえて、
従来の課金検索を主としたサービスから、民間事業者の創意工夫によりコン
テンツを自由に活用した分析・可視化等の高付加価値な有料サービスを平
成30年度から提供すること、また、収益の最大化を図るため外部有識者の
知見の活用、経費削減やコンテンツ拡充といった文献データベース改革の
各施策を行い、将来にわたって安定した事業実施を目指すこと、を明記した
新たな経営改善計画（第Ⅳ期計画 平成29年度～平成33年度）を策定し、
計画の着実な実施を図っている。

（扶養親族がいない場合）
○22歳（大卒初任給）

月額：200,800円 年間給与：3,185,063円
○35歳（本部係長）

月額：358,192円 年間給与：6,092,912円
○50歳（本部課長）

月額：583,363円 年間給与：10,044,109円
※ 扶養親族がいる場合には、扶養手当（月額で配偶者6,500円 、子１人につき10,000円）を支給

平成18年度より人事評価制度を導入し、職員の勤務成績及び能力評価を実施して昇給及び期末手当
（6月期及び12月期）への反映を行っており、今後も継続していく考えである。
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Ⅲ　総人件費について

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

福利厚生費

区　　分

給与、報酬等支給総額
8,859,217 9,003,876

退職手当支給額
65,898 258,176

14,439,98814,171,566

1,673,823 1,705,358

注：本表には人材派遣料金等が含まれているため、財務諸表附属明細書 （「役員及び職員
     の給与の明細」の福利厚生費、非常勤役職員の給与）とは一致しない。

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
　　 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
　　 記載する。

最広義人件費

非常勤役職員等給与
3,572,628 3,472,578

特になし

「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、役員の退職
手当については国に準じ、平成30年1月1日をもって支給率を10.875／100から10.4625／100に引き下
げた。職員の退職手当については労使交渉により、平成31年2月1日から国に準じた措置を実施した。

平成30年度は国家公務員に準じた給与改定を実施したこと等により、給与、報酬等支給総額が約14
千万円増、福利厚生費が約3千万円増となった。また、退職者数の増により退職手当支給額が約19千万
円増、非常勤役職員給与が約10千万円減となった。以上により、最広義人件費は約27千万円の増と
なった。
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